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広島市スポーツ振興計画見直しに係る文言の整備等（案） 

 

○文言等の整備 

頁 修正前 修正後 

P7 スポーツ振興法 スポーツ基本法 

P7 

体育指導委員 スポーツ推進委員（旧体育指導委員） 

※ 最初のみ（ ）書きをする。 

  スポーツ推進のための事業の実施に係る連

絡調整の役割が新たに加わったので、説明

に「等」を追記する。 

P9 ひろしま国体 第５１回国民体育大会 

P17 広島市スポーツ協会 公益財団法人広島市スポーツ協会 

P20 心身障害者福祉センター 広島市心身障害者福祉センター 

P23 
福祉環境整備基準 公共施設整備基準 

 ※ 用語の解説（P36）も修正する。 

P24 グラウンド 屋外運動場（グラウンド） 

P24 屋内運動場 屋内運動場（体育館） 

P26 広島県医師会 一般社団法人広島県医師会 

P27 財団法人日本体育協会 公益財団法人日本体育協会 

P32 広島市スポーツ振興審議会 広島市スポーツ推進審議会 

P34 
財団法人日本オリンピック委員会（JOC） 公益財団法人日本オリンオリンピック委員会

（JOC） 

P35 Ｊリーグ Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） 

P35 
セントラルリーグ セントラルリーグ（日本プロ野球組織セントラルリー

グ運営部） 

 

 

○資料編の整備 

頁 修正前 修正後 

P49 
 ２ 「第２章 計画策定の背景」掲載の基礎デー

タの更新 

P49 
２ 広島市スポーツ振興審議会委員等名簿 ３ 広島市スポーツ推進審議会委員等名簿 

 ※ 最新の名簿に変更する。 

P50 
３ 広島市スポーツ振興審議会における計画策

定についての審議経過 

削除する。 

P51 ４ 広島市スポーツ振興審議会への諮問 削除する。 

P51 ５ 広島市スポーツ振興審議会からの答申 削除する。 

 


